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1.地域のおける24時間診療体制推進事業

・夜間緊急時対応を行う往診対応医療機関を活用した24時間診療体制の構築

・夜間帯に医師と訪問看護等の多職種との連絡調整を担う窓口の設置・運営

・在宅医療に取り組む地域のかかりつけ医が連携した24時間診療体制の確保

など

2.デジタル技術を活用した医療DX推進事業

・デジタル技術を活用した継続的な健康観察により、迅速に病状変化を察知

・オンライン診療やオンライン健康相談に関する仕組みやルールの整備

など

令和５年度東京都在宅医療推進強化事業



在宅医療強化推進事業（案） フローチャート



在宅医療強化推進事業 今期から開始のフローチャート



１、24時間診療体制推進事業について

東京都の「在宅医療推進強化事業」の補助金を受け、世田谷区医師会・玉川

医師会では各会員医療機関向けに、夜間・休日の往診連携用専用番号2回線

（①在宅訪問・往診患者専用・②かかりつけ医療機関専用）

を設置し、計画的に定期訪問・往診診療を受けている患者を対象に夜間休日

対応委託事業者による電話相談・往診（夜間休日委託事業者の提携クリニッ

ク）を行う。

今回の対象はあくまでも計画的に定期訪問・往診診療を受けている患者さん用

事業内容



24時間診療体制推進事業 今期開始のフローチャート

①

②







在宅医療強化推進事業 今期から開始予定のフローチャート



２、デジタル技術を活用した医療DX推進事業

・遠隔地の患者生体データをリアルタイムで診療支援プラットフォーム

に入力・収集・蓄積し、医師や看護師が患者さんの状態を確認し、目的に

沿ったデータ表示から患者情報を共有することによって、医師の負担軽減

や診療の質的向上を目的とします。

・今回の事業ではセコム（株）の遠隔診療支援

プラットフォーム（バイタルック）を採用し、

対象として特養などの高齢者施設利用者に対

し使用を希望する施設医に貸与します。

事業内容



デジタル技術を活用した医療DX推進事業





在宅医療強化推進事業 今後の予定

・ 24時間診療体制推進事業について

医師会ホームページ上に医療機関用・患者さん用事業案内チラシをそれぞれ

アップロードしており、利用検討の医療機関は各書類ダウンロードにて対象患

者さんに配布し、夜間休日対応について令和6年3月25日から事業開始。

今後平日日勤帯についても診療体制構築可能か検討予定。

・ デジタル技術を活用した医療DX推進事業

バイタルセンシング機器納品後、先ずは区内特別養護老人ホームの施設医（医

師会会員）から順次アンケートを取り、利用希望施設に対し機器を貸与予定。

近々各施設医の先生には医師会から直接アンケートを発送予定。

オンライン診療については引き続き対応方法について検討中。
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